
 

 

 

 

コーポレートガバナンス・コードに基づく情報開示 

 

 

取締役・監査役に対するトレーニングの方針 
 

 

【補充原則４－14①】 

社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組

織等に関する必要な知識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を

含む）を十分に理解する機会を得るべきであり、就任後においても、必要に応じ、これら

を継続的に更新する機会を得るべきである。 

【補充原則４－14②】 

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

≪取締役・監査役に対するトレーニングの方針≫ 

1. 当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の就任の際には、会社の事業・ 

財務・組織等に関する必要な知識を取得し、株主から負託された取締役・監査役に求め

られる役割（受託者責任）と法的責任を含む責務を果たすため、会社法関連法令ならび

にコーポレートガバナンスやコーポレートファイナンスに関して十分に理解を深める機

会を設ける。また、必要に応じこれらを継続的に更新する機会を設ける。 

2. 執行役員は、生産性の高い業務執行による企業価値向上経営の重要な職責を担うことを 

踏まえ、企業経営全般に関するトレーニングを受ける。 

3. 当社は、次世代の当社グループの経営幹部育成を目的として、支社長・支店長をはじめ

としたキーポジションの次世代後継候補者研修「D-Succeed」を開講し、人財プールの

拡充・質的向上を図る。 

4. 当社の経営幹部は、創業精神を継承し、かつ、取締役会が定める計画に則り、本ガイド 

ライン第 4 条（受託者責任）ならびに第 36 条（企業価値向上経営）に定める事項を果た

すに十分な知識・資質を備えるためのトレーニングを受ける。 

（コーポレートガバナンスガイドライン第 37 条） 

 
 
 
 
 
 
 


